
14

広報あぐい　２００７年１月１日号

・

進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
　

国
は「
地
方
に
で
き
る
こ
と
は
地
方
に
」

と
い
う
方
針
の
も
と
、「
国
庫
補
助
負
担
金

を
減
ら
す
」「
税
源
を
地
方
に
移
譲
す
る
」

「
地
方
交
付
税
を
見
直
す
」
こ
と
を
柱
に

三
位
一
体
改
革
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
一
環
と
し
て
平
成
十
九
年
か
ら
、

国
の
所
得
税
か
ら
地
方
の
住
民
税
へ
三
兆

円
の
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
ま
す
。

���
　

住
民
税
所
得
割
の
税
率
が
一
〇
％
（
町

民
税
六
％
、
県
民
税
四
％
）
に
統
一
さ
れ

ま
す
。
住
民
税
所
得
割
は
現
在
、
三
段
階

の
税
率
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は

所
得
の
多
い
少
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
一
律 

一
〇
％
に
変
わ
り
ま
す
。

※　

平
成
十
九
年
六
月
納
付
分
か
ら
適
用

さ
れ
ま
す
。
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税
源
移
譲
に
よ
っ
て
住
民
税
が
増
え
て

も
所
得
税
が
減
る
た
め
、
納
税
者
の
負
担

は
基
本
的
に
変
わ
り
ま
せ
ん
。
ほ
と
ん
ど

の
方
は
、
一
月
分
か
ら
所
得
税
額
が
減
り
、

六
月
か
ら
の
住
民
税
額
が
増
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
し
か
し
、
税
源
の
移
し
替
え

な
の
で
、「
住
民
税
＋
所
得
税
」
の
納
税
者

の
負
担
額
は
基
本
的
に
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　

住
民
税
所
得
割
が
一
〇
％
に
統
一
さ
れ

る
の
に
伴
い
、
国
が
集
め
る
所
得
税
の
税

率
も
見
直
さ
れ
ま
す
。
住
民
税
に
つ
い
て

は
最
低
税
率
を
五
％
か
ら
一
〇
％
に
引
き

上
げ
、
最
高
税
率
は
一
三
％
か
ら
一
〇
％

に
引
き
下
げ
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
所
得

税
は
最
低
税
率
を
一
〇
％
か
ら
五
％
に
引

き
下
げ
、
最
高
税
率
は
三
七
％
か
ら
四
〇

％
に
引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

　

人
的
控
除
（
配
偶
者
、
扶
養
、
基
礎
控

除
な
ど
）
に
よ
る
減
額
措
置
も
と
ら
れ
ま

す
。
所
得
控
除
額
が
、
住
民
税
よ
り
所
得

税
の
方
が
多
い
た
め
、
税
率
の
改
正
で
住

民
税
、
所
得
税
の
負
担
が
増
え
な
い
よ
う

に
調
整
さ
れ
ま
す
。

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
適
用

　

税
源
移
譲
に
伴
い
、
平
成
二
十
年
度
の

住
民
税
か
ら
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
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の
適
用
を
受
け
て
い
る
方
で
、
所
得
税
率

の
変
更
に
よ
り
、
所
得
税
額
か
ら
特
別
控

除
額
を
差
し
引
い
た
後
、
控
除
残
額
が
生

ず
る
場
合
は
、
本
人
の
申
告
に
よ
り
住
民

税
か
ら
控
除
残
額
に
相
当
す
る
金
額
を
減

額
し
、
住
民
税
、
所
得
税
の
負
担
が
増
え

な
い
よ
う
に
調
整
さ
れ
ま
す
。

住
民
税
が
変
わ
り
ま
す 

□問い合わせ先 

　税務課住民税係 
　fl（４８）１１１１ 
　（内２２０） 

平成19年から 

税
源
移
譲
で （ 　　  ） 

（　　  ） 

5％ 
10％ 13％ 

10％ 
（県民税4％、町民税6％） 

5％ 
10％ 13％ 

10％ 
（県民税4％、町民税6％） 

▲0 ▲200万円 ▲700万円 
　　（課税所得） 

▲0万円　　 　　　　　　　　　　　　　　（課税所得） 

平成18年度分まで 

平成19年度分から 

県民税2％ 
町民税3％ （　　  ） 

県民税2％ 
町民税8％ 

県民税3％ 
町民税10％ 

5％ 
10％ 

13％ 

10％ 
5 
％ 

10 
％ 

20 
％ 
23 23 
％ 

33 
％ 

40 
％ 

20％ 
30％ 

37 
％ 

所 得 税 住 民 税 所 得 税 住 民 税 

4段階 6段階 移譲前 移譲後 

10％比例税率 
＝ 

5 
％ 

個々の納税者の負担合計額は同じ 

3％（県民税） 2％（県民税） 

6％（町民税） 

4％（県民税） 
10 
％ 

20 
％ 
23 
％ 

33 
％ 

40 
％ 

10％ 
20％ 

30％ 
37 
％ 

8％ 
（町民税町民税） 
8％ 

（町民税） 3％（町民税町民税） 3％（町民税） 

10％ 
（町民税町民税） 
10％ 

（町民税） 


